
 
 

『ユニット型特別養護老人ホーム安寿の里』 

（ユニット型指定介護老人福祉施設安寿の里） 

重要事項説明書 

 

 

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明しま

す。 
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１ 施設経営法人 

（１）法人名 社会福祉法人香南会 

（２）法人所在地 高知県香南市赤岡町１１６０番地１ 

（３）電話番号 ０８８７－５５－２８８８ 

（４）代表者氏名 理事長 橋本 信一 

（５）設立年月日 平成３年３月２９日 

（６）事業所番号 ２６７２１００１７５ 

 

２ ご利用施設 

（１）施設の種類 

ユニット型特別養護老人ホーム（ユニット型指定介護老人福祉施設） 

（２）施設の目的  

社会福祉法人香南会が設置運営する特別養護老人ホーム安寿の里（以下｢施設｣という。）

の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態となっ

た高齢者に対して適正な施設サービスの提供をすることを目的といたします。 

（３）施設の名称    ユニット型特別養護老人ホーム 安寿の里（あんじゅのさと） 

（４）施設の所在地   京都府宮津市字由良７５１番地 

（５）電話番号     ０７７２－２６－０３３３ 

（６）施設長（管理者） 畑中 路香（はたなか みちか） 

（７）当施設の運営方針  

入所者様一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅にお 

ける生活への復帰を念頭に置いて、入所前の居宅における生活と入所後の生活が連続した

ものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入所者様が相互に社会的関係を築き、

自律的な生活を営むことができるよう支援します。また、地域や家庭との結びつきを重視

しながら市町村や介護保険サービス提供者等と密接な連携を図っていきます。 

（８）開設年月 平成２７年３月３０日 

（９）入所定員 ８０名 

 

３ 居室・設備 

（１）居室等の概要 

事業所では、以下の居室・設備をご用意しています。 



 

居室の種類 室 数 面 積 居住料金（基準） 

個室 80 室 
12.02 ㎡ ～

12.43 ㎡ 
2,066 円／日 

主な設備 

共同生活室 8 室 25.73 ㎡ 各ユニットに 1 室 

浴室 4 室 8.06 ㎡ 個別浴 

1 室 15.24 ㎡ 特浴室（機械浴） 

便所 16 個所 

8 個所 

4.93 ㎡ 

2.74 ㎡ 

各ユニット 2個所（車いす対応） 

各ユニット 1個所 

洗面所   各居室に備え付けています 

医務室 1 室 12.34 ㎡ 1 階に 1個所 

※ 上記は、京都府条例第２９号により、ユニット型介護老人福祉施設に必置が義務づけられて

いる設備です。この設備の利用にあたって、入所者様に特別にご負担いただく費用はありませ

ん。 

※ 居室の変更については、入所者様から居室の変更希望の申し出があった場合、居室の空き状

況により事業所でその可否を決定します。また、入所者様の心身状況により居室を変更する場

合があります。その際には､入所者様やご家族様等と協議のうえ決定するものとします｡ 

 

４ 職員の配置状況 

施設では、入所者様に対して施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配

置しています。 

<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

           ※指定短期入所事業と兼務する。 

職種 人数 職 務 内 容 

１．施設長 1 名 事業所の職員の管理及び業務の管理を行います。 

２．嘱託医 1 名 医療に関する処置や指導及び健康管理を行います。 

３．生活相談員 

（介護支援専門員兼務） 
1 名以上 生活に関する相談、助言及び入退所業務を行います。 

４．介護職員 24 名以上 日常生活の介護、相談及び援助の業務を行います。 

５．看護職員 3 名以上 看護、保健衛生の業務を行います。 

６．機能訓練指導員 1 名以上 機能回復、機能維持に必要な訓練及び指導を行います。 



 

７．事務職員 1 名以上 施設の庶務及び会計事務を行います。 

８．管理栄養士 1 名以上 給食管理、栄養指導を行います。 

９．介護支援専門員 

（生活相談員兼務） 
1 名以上 介護支援（ケアプラン）に関する業務を行います。 

 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤務体制 

１．施設長 日 中：  ８：３０～１７：３０ 

２．医師（非常勤） 週１回毎週月火曜日 １２：３０～１４：３０ 

３．生活相談員 日 中：  ８：３０～１７：３０ 

４．介護職員 

 

 

 

 

 

 

 

早 出１： ６：３０～１５：３０  

早 出２： ７：００～１６：００ 

早 出３： ７：３０～１６：３０ 

日 勤１： ８：３０～１７：３０ 

日 勤２： ９：００～１８：００ 

遅 出１： １０：００～１９：００ 

遅 出２： １１：００～２０：００ 

遅 出３： １３：００～２２：００ 

夜 勤１： １６：００～翌朝１０：００ 

夜 勤２： ２２：００～翌朝７：００ 

５．看護職員 日 勤：  ８：３０～１７：３０ 

６．機能訓練指導員 日 中：  ８：３０～１７：３０ 

７．事務職員 日 中：  ８：３０～１７：３０ 

８．管理栄養士 日 中：  ８：３０～１７：３０ 

９．介護支援専門員 日 中：  ８：３０～１７：３０ 

 

５ 提供するサービスと利用料金 

事業所では、入所者様に対して以下のサービスを提供します。 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 6条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（食事・居室に係る標準自己負担額を

除き通常９割）が介護保険から給付されます。 

① 食事 

ア 事業所では、栄養士の栄養ケア計画により、入所者様の身体の状況および嗜好を考

慮した食事を提供します。 



 

イ 入所者様の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支

援を行います。 

ウ 入所者様の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を摂取するとともに、入所者様が

その心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間

を確保します。 

（食事時間） 

朝食： ７：３０～    昼食：１２：００～   夕食：１７：００～ 

エ 入所者様が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入所

者様が共同生活室で食事を摂るように支援します。 

② 入浴 

ア 入浴又は清拭を週２回以上行います。 

イ 寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

③ 排泄 

排泄の自立を促すため、入所者様の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④ 機能訓練 

入所者様の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能維持・回復又はその

減退を防止するための訓練を施設職員が実施します。 

⑤ 健康管理 

医師や看護職員が、健康管理を行います。 

⑥ レクリエーション・クラブ活動 

定期的にクラブ活動や季節に応じた余暇活動も実施します。 

⑦ 生活 

    入所者様の１日の生活の流れに沿って、離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適

切に支援します。 

⑧ 褥瘡 

   ア 褥瘡予防のための計画作成及び実施並びに評価をします。 

   イ 幅広い職種で構成する褥瘡予防委員会を設置し、定期的に開催します。 

   ウ 褥瘡予防のための研修を定期的に実施します。 

⑨ 感染症、食中毒の予防 

ア 幅広い職種で構成する感染対策委員会を設置し、定期的に開催します。 

   イ 感染症及び食中毒予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 



 

   ウ 職員に対して感染症及び食中毒予防及びまん延防止のための研修を定期的に開催し

ます。 

（２） サービス利用料金 

    別紙１・２参照 

※ 入所者様負担の段階により、利用に係る一割負担の合計額が一定の上限額を超えた分

が申請により払い戻される仕組み（高額介護サービス費の支給）があります。対象とな

る場合は、事業所で代行して手続きをさせていただくことも可能です。 

（３） 介護保険対象外サービス 

理美容訪問サービス      実費 

日用生活用品等        実費 

レクリエーションに係る費用  実費 

衣類等            実費 

各行事に参加される際の諸費用（高額な場合）をいただく場合には、事前に報告し、参

加の確認をさせていただきます。 

（４） 利用料金の支払い方法 

    料金及び・費用は、毎月１５日前後に請求します。お支払いは原則、金融機関からの自

動引落とさせて頂きます。 

※ 保険料の滞納などにより、市町村から保険給付金が支払われない場合は、一旦利用料

金（１０割）をいただき、サービス提供証明書を発行します。サービス提供証明書を後

日市町村の窓口に提出しますと、金額払い戻しを受けることができます。 

（５） 施設利用に当たっての留意事項 

  ① 施設の入所に際しては、伝染病疾患及び健康上留意事項がある場合は、事前に事業所に

申し出てください。 

  ② 入所者様が明るく充実したサービス提供が受けられるよう、以下についてはご遠慮くだ

さい。 

   ア 私的商行為、勧誘行為等 

   イ 他の入所者様及び職員に対しての迷惑行為 

   ウ 本来の用法以外での施設内の設備及び器具等の使用 

 

６ サービス提供における事故発生時の対応 

（１） 事故の発生または、再発防止をするために以下のような対応を行います。 

① 事故発生防止のための指針を整備しています。 

② 事故が発生した場合または、それに至る危険性がある事態が生じた場合には、再発防

止のために、適切に報告し、その分析を行い、改善策を職員に周知徹底します。 

③ 事故発生防止のための委員会を設置し、定期的に開催します。 



 

④ 事故発生防止のために職員に対する研修会を定期的に開催します。 

（２） 事故が発生した場合には、速やかに京都府及び市町村並びに入所者身元保証人様等に

連絡するとともに、必要な対応をします。 

（３） 入所者様へのサービスの提供で賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか

に行います。 

 

７ 非常災害対策 

  消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき防災訓練を年３回以上実施しま

す。 

 

８ 身体拘束廃止 

  入所者様または、他の入所者様等の生命または身体を保護するため、緊急やむ得ない場合を

除き、身体拘束その他入所者様の行動を制限する行為は行いません。 

 

９ 高齢者虐待防止 

（１） 事業所は、高齢者虐待防止法に基づいて、虐待防止に努めるとともにその発見、通報、

保護を積極的に行い、関係機関との連携を図ります。 

（２） 職員に対して、定期的に虐待防止に向けての研修会を開催します。 

（３） 虐待防止のための指針を作成し、虐待防止のための体制を整備する。 

 

１０ 協力医療機関 

医療機関の名称 宮津武田病院 

所  在  地 京都府宮津市字鶴賀２０５９番地の１ 

診  療  科 内科・消化器内科・循環器内科・外科・消化器外科・肛門外科・皮

膚科・形成外科・整形外科・泌尿器科・麻酔科 

 

１１ 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 金海歯科医院 

所  在  地 京都府宮津市本町７５２番地 

診  療  科 歯科 

 

１２ 相談窓口、苦情対応 

（１） サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

当施設お客様相談窓口 

電話番号  ０７７２－２６－０３３３ 

ＦＡＸ番号 ０７７２－４５－１４１５ 

介護支援専門員 安枝 嘉一 

対応時間 平日 ８時３０分～１７時３０分 



 

 また、苦情処理の手順については、以下のとおりとなります。 

① 苦情受付 

苦情受付書の作成、苦情申立人の意向確認を行います。 

② 苦情受付の報告と確認 

苦情内容の詳細把握、解決責任者及び第三者委員への報告（匿名の苦情：第三者委員に報告）

また、申立人に対し、苦情受付した旨を通知します。 

③ 苦情解決に向けた話し合い 

解決責任者と申立者との話し合いを行います。（必要に応じて第三者委員が立会う） 

④ 苦情解決の記録と報告 

ア 苦情受付から解決までの経緯と結果及び改善案の記録 

イ 苦情申立人、第三者委員へ苦情解決結果報告書を提出 

ウ 苦情解決後の経過記録作成 

エ 苦情の受付状況、対応結果記録の保管：5年間 

⑤ 苦情受付件数及び解決結果の公表 

ア 事業所内に解決結果の掲示 

イ 受付件数及び解決結果を事業報告書にて公表 

⑥ 職員の教育 

各種法令の理解と苦情処理能力の向上の為、職員研修を実施します。 

 

（２）公的機関においても、次の機関に関して苦情の申し立てができます。 

宮津市役所（健康・介護課） 

住所地   京都府宮津市字浜町３０１２ 

      宮津阪急ビル（ミップル）４階 

電話番号  ０７７２―４５－１６１９ 

ＦＡＸ番号 ０７７２－２２－８４３８ 

対応時間：平日 ８時３０分～１７時１５分 

京都府国民健康保険団体連合会

（国保連） 

所在地  京都府下京区烏丸通四条下る水銀屋町６２０    

ＣＯＣＯＮ烏丸内 

電話番号  ０７５－３５４－９０９０ 

ＦＡＸ番号 ０７５－３５４－９０５５ 

対応時間：平日 ９時００分～１７時００分 

 

１３ 施設利用にあたっての留意事項 

面会時間 

 

面会時間 ８時３０分～１７時３０分 

（時間外の面会でも相談に応じます。） 

面会の際には必ず面会カードにご記入をお願いします。 

差し入れ等については必ず職員にお申し出ください。 

 



 

外 出 外出される場合には、事前に必ずお申し出ください。 

 

居室、設備、器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用

ください。これに反したご利用により破損等が生じた場

合、弁償していただくことがあります。 

喫 煙 敷地内は全面禁煙となっております。 

迷惑行為等 他の利用者の迷惑になるような宗教活動、政治活動、営

利行為等はご遠慮願います。 

 

１４ 第三者評価の実施状況  

第三者評価の実施 有 評価実施日 ２０２３年７月２５日 

実施機関の名称 一般財団法人 社会的認証開発推進機構 

評価結果の開示状況 施設内に掲示、WAMNET で公開 

 

１５ 見守りカメラ設置 

入所者の安全を守るための防犯対策及びリスクマネジメント態勢を整えることを目的に施設

の共有部分の一部に見守りカメラを設置しております。 

 

【説明確認欄】 

      年  月  日 

 

契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明し、交付しました。 

 

事業所 所在地  京都府宮津市字由良７５１番地 

事業所名     特別養護老人ホーム 安寿の里  

生活相談員    説明者            印 

 

契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受け受領しました。その内容を充分に理解し施設サ

ービスを利用した場合に、本章に定められた内容（別紙料金表を含む）に同意し厳守いたします。 

              

利用者 住所 

             

                 氏名              印 

           

身元保証人 住所  

 

                 氏名              印 


